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テラス沼田の改修工事を前に、市
関係者や設計・施工事業者など、お
よそ70人が、長期間にわたる工事の
安全を祈願しました。
テラス沼田は、市庁舎、市民活動

施設、商業・業務施設の３つの機能
を備えた複合施設として、2019年の
供用開始に向け、工事を進めていき
ます。

改修工事の安全を願って
７月12日(水) 庁舎等複合施設整備改修工事起工式(テラス沼田)

■沼田花火大会、東京オリンピック・パラリンピックホストタウン■２－３

■将来にわたって安心の医療を■４－５
■21世紀の森まつり＆環境と森と木のまつり、親と子の木工広場■６－７

今月の主な内容

ホームページ　http ://www.city.numata.gunma.jp/
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2市役所 123－2111524－5179 白沢支所 153－2111553－2188 利根支所 156－2111556－36743

交通規制 午後６時～９時(国道17号の一部とその
周辺)
※混雑が予想されます。徒歩や乗り合わせでお出掛
けください
有料観覧席の販売
種類 テーブル席／１万5,000円(最大定員５人、駐
車場１台付)、椅子席／3,000円(定員１人)
※荒天などで中止になった場合でも、返金はできま
せんのでご了承ください
申し込み ８月10日(木)までに公式サイト、沼田商
工会議所、または観光交流課へ
※有料観覧席は、完売次第終了となります
協賛金・募金の募集
協賛金 １口5,000円から(希望によりプログラムチ
ラシに名称を掲載。20口以上は有料席１枠提供)
募金 5,000円未満は募金としてお受けします
申し込み ８月５日(土)までに、口座振込、または
沼田商工会議所、観光交流課へ
ボランティアの募集
会場準備、イベントアシスタント、清掃、ごみ拾
いなどにご協力いただけるスタッフを募集します。
詳細は、公式サイト、沼田商工会議所、または観
光交流課へ。

各情報の詳細は沼田花火大会公式サイトへ　http://numatahanabi.com/
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本
市
で
は
、
平
成
７
年
９
月(

１

９
９
５
年)

に
フ
ュ
ッ
セ
ン
市
と
姉

妹
都
市
を
提
携
し
、
こ
れ
ま
で
相
互

交
流
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

沼
田
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
協
会
を
中
心
に

フ
ェ
ン
シ
ン
グ
の
普
及
や
指
導
に
力

を
入
れ
、
多
く
の
日
本
代
表
選
手
を

輩
出
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つ
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２
０
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ン
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ク
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合
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し
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ェ
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シ
ン
グ
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け
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ま
し
た
。
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２
０
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け
た
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７
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木)

、
ド
イ

ツ
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ェ
ン
シ
ン
グ
協
会
会
長
ク
ラ
ウ

デ
ィ
ア
・
ボ
ー
ケ
ル
氏
と
横
山
市
長

に
よ
り
、
合
意
書
の
調
印
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
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フ
ュ
ッ
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市
と
の
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妹
都
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交
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に
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え

て
、
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２
０
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東
京
オ
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ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に

向
け
た
、
ド
イ
ツ
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
チ

ー
ム
の
事
前
合
宿
の
取
り
組
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を
行

い
な
が
ら
、
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ポ
ー
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教
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ど
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き
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。
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備
改
修
工
事
の
着
工
に
伴
い
、
近

隣
の
人
を
対
象
に
し
た
説
明
会
を
７

月
６
日(

木)

に
開
催
し
ま
し
た
。

会
議
に
は
、
お
よ
そ
20
人
が
参
加

し
、
長
期
間
に
わ
た
る
工
事
へ
の
協

力
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
工
事
の

概
要
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
に
つ
い

て
の
説
明
を
行
い
ま
し
た
。
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者
主
催
の
起
工
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７
月

12
日(

水)

に
行
わ
れ
、
工
事
の
安
全

を
祈
願
し
ま
し
た
。

横
山
市
長
は「
テ
ラ
ス
沼
田
が
、

市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
、そ
し
て
、

安
全
・
安
心
な
施
設
と
し
て
生
ま
れ

変
わ
り
、
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
る

施
設
と
な
る
こ
と
を
祈
念
し
ま
す
」

と
あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。

整
備
改
修
工
事

今
後
は
、
来
年
12
月
の
竣
工
を
目

指
し
て
、
本
格
的
な
改
修
工
事
に
入

り
ま
す
。
工
事
期
間
中
は
、
見
学
会

な
ど
を
行
う
予
定
で
す
。

※
詳
細
は
、
広
報
ぬ
ま
た
や
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
、
随
時
お
知
ら
せ
し

ま
す

登
録
ま
で
の
経
過

今
後
の
取
り
組
み

事
前
合
宿
地
の
合
意

登録決定日　７／７
登録相手国　ドイツ

×

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会の開催により、世界中から多くの選手や観客

などが日本に来訪することになります。これを契

機に、大会終了後も地域活性化などを推進すると

ともに、事前合宿の誘致を通じ、大会参加国や地

域との人的・経済的・文化的な相互交流を図るこ

とを目的とした国の制度です。

ホストタウンに登録されると、交流事業などに

対して財政的支援を受けることができます。今年

７月７日の第４次登録までで、本市を含め、全国

で179件がホストタウンに登録されています。

～ホストタウンとは？～

テ
ラ
ス
沼
田
の
工
事
説
明
会
・
起
工
式

問
い
合
わ
せ
　
テ
ラ
ス
沼
田
整
備
課
1
内
線
３
２
５
６

ＴＯＫＹＯ ２０２０

2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会のホストタウンに登録が決定！！

問い合わせ　スポーツ振興課スポーツ振興係(市民体育館内)1○24９４４４



医
療
保
険
に
は
、
会
社
な
ど
に
勤

め
て
い
る
人
が
加
入
す
る
被
用
者
保

険(

協
会
け
ん
ぽ
や
共
済
組
合
な
ど
）

と
75
歳
以
上
の
人
が
加
入
す
る
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
、
そ
の
い
ず
れ
に

も
加
入
し
て
い
な
い
人
が
加
入
す
る

国
民
健
康
保
険(

国
保)
の
３
種
類
が

あ
り
、
本
市
で
の
各
保
険
の
加
入
者

の
内
訳
は
図
１
の
と
お
り
で
す
。

国
保
に
は
、
自
営
業
者
や
農
業
者

と
そ
の
家
族
の
ほ
か
、
被
用
者
保
険

に
加
入
し
て
い
た
人
が
定
年
な
ど
で

退
職
し
た
場
合
に
加
入
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
の
で
、
年
齢
構
成
が
高
く

収
入
が
低
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

図
２
は
、
本
市
国
保
の
加
入
者
の

年
齢
構
成
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で

す
が
、
高
齢
者
の
割
合
が
非
常
に
高

い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
昨
年
度
末

の
加
入
者
数
で
は
60
歳
以
上
の
割

合
が
52
％
に
達
し
て
い
ま
す
。

本
市
で
は
、
医
療
費
の
支
払
い
に

充
て
る
基
礎
課
税
額
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
課
税
額
と
介
護
納
付
金
課

税
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
加
入

者
の
収
入
や
資
産
に
応
じ
て
負
担
す

る「
応
能
割
」と
し
て
の
所
得
割
額
を

平
成
22
年
に
改
定
し
ま
し
た
が
、
も

う
一
つ
の
応
能
割
で
あ
る
資
産
割
額
、

医
療
を
受
け
る
と
い
う
受
益
の
点
か

ら
全
て
の
加
入
者
が
負
担
す
る「
応

益
割
」で
あ
る
被
保
険
者
均
等
割
額

と
世
帯
平
等
割
額
に
つ
い
て
は
、
平

成
17
年
の
合
併
以
来
、
据
え
置
い

て
き
ま
し
た
。

今
回
の
改
定
で
は
、
引
き
続
き
資

産
割
を
据
え
置
く
こ
と
と
し
て
、
広

く
公
平
に
負
担
を
お
願
い
す
る
た

め
、
応
益
割
を
中
心
に
見
直
し
を
行

っ
て
い
ま
す
。

現
役
世
代
に
比
べ
医
療
費
が
多
く

か
か
る
高
齢
者
の
加
入
割
合
が
増
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
医
療
費
支
出
も
多

く
な
り
ま
す
が
、
近
年
は
、
高
額
な

医
薬
品
の
登
場
な
ど
こ
れ
ま
で
に
な

い
先
進
的
な
医
療
の
提
供
も
医
療
費

増
加
の
一
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
図

３
は
、
最
近
８
年
間
の
加
入
者
１
人

当
た
り
の
医
療
費
と
そ
の
財
源
と
な

る
国
保
税
の
推
移
で
す
。
平
成
20
年

度
で
は
約
20
万
８
千
円
だ
っ
た
医

療
費
が
年
々
上
昇
し
、
平
成
27
年
度

に
は
約
26
万
３
千
円
と
８
年
間
で

約
５
万
５
千
円
、
26
％
以
上
上
昇

し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
国
保
税
額

は
平
成
20
年
度
で
は
約
６
万
円
、
平

成
27
年
度
は
６
万
２
千
円
で
し
た
。

医
療
費
が
高
騰
し
て
い
る
に
も
か
か
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わ
ら
ず
、
必
要
な
税
収
が
確
保
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
財
源
不
足
が

深
刻
に
な
っ
て
い
ま
す
。

表
１
は
、
医
療
費
支
出
と
そ
の
財

源
を
比
較
し
た
も
の
で
す
。
医
療
費

に
対
し
て
、
財
源
と
な
る
国
保
税
は

22
・
５
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
は

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
医
療
費
増

加
の
要
因
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
国
保
や
被
用
者
保
険
が
負

担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
は
、
そ

の
額
が
年
々
増
大
し
て
い
ま
す
。

同
様
に
、
介
護
保
険
制
度
に
つ
い

て
も
高
齢
化
の
影
響
な
ど
で
支
出
額

が
増
え
て
お
り
、
介
護
納
付
金
の
額

も
年
々
増
大
し
て
い
ま
す
。

図
４
と
５
は
、
そ
れ
ぞ
れ
１
人
当

た
り
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
と
介
護

納
付
金
と
国
保
税
の
推
移
で
す
が
、

い
ず
れ
も
支
援
金
・
納
付
金
の
伸
び

に
国
保
税
が
追
い
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。

表
２
と
３
は
、
後
期
高
齢
者
支
援

金
、
介
護
納
付
金
そ
れ
ぞ
れ
の
総
額

と
財
源
の
内
訳
で
す
。
国
保
税
と
法

律
で
定
め
ら
れ
た
軽
減
措
置
に
対
し

て
市
町
村
が
負
担
す
る
法
定
繰
入
金

と
で
、
支
出
額
の
50
％
を
賄
う
こ
と

が
基
本
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

割
合
は
後
期
支
援
金
分
で
は
44
・

６
％
、
介
護
納
付
金
で
は
39
％
と

な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
税
収
が
不

足
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
医
療
保
険
が
抱
え
る
課

題
を
少
し
ず
つ
解
消
す
る
よ
う
努
め

て
い
ま
す
。
今
月
号
か
ら
、
連
続
で

国
保
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
仕

組
み
や
課
題
を
お
伝
え
し
ま
す
。

5

さ
ま
ざ
ま
な
医
療
保
険
制
度

国
保
の
特
徴

国
保
の
財
政

後
期
高
齢
者
支
援
金
・
介
護
納
付
金

医
療
費
と
国
保
税

お
う
の
う
わ
り

お
う

え
き
わ
り

将来にわたっ て安心の医療を

平成30年度から国民健 康保険税が変わります

シリーズ国保①

医
療
技
術
の
進
歩
や
高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
医
療
費
が
年
々
増
大

し
、
市
が
保
険
者
と
し
て
運
営
す
る
国
民
健
康
保
険
で
は
、
収
入
の

不
足
を
補
う
た
め
一
般
会
計
か
ら
毎
年
多
額
の
繰
り
入
れ
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
誰
も
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
将
来
に

わ
た
っ
て
制
度
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
に

適
正
な
水
準
で
ご
負
担
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
、
来
年
度
か
ら
国
民

健
康
保
険
税
額
を
改
定
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

図１　本市の医療保険加入内訳

(平成28年度末)

図３　１人当たりの医療費と国保税額(医療分)
表１　医療費とその財源

※「割合」は医療費に対する各科目の割合

表2 後期高齢者支援金とその財源

※「割合」は歳出に対する各歳入科目の割合

※「割合」は歳出に対する各歳入科目の割合

問い合わせ　市民課国保年金係1内線３１３４、白沢支所生活係1内線３３、利根支所生活係1内線４０

図２　国保加入者の年齢構成

区分

所得割

資産割

均等割

平等割

5.90％

21.00％

23,200円

21,800円

1.80％

6.80％

7,200円

7,000円

1.40％

6.70％

9,300円

5,600円

改定前

医療分 支援金分 介護分

6.20％

21.00％

26,200円

24,000円

2.20％

6.80％

9,400円

8,000円

1.80％

6.70％

10,700円

6,600円

医療分 支援金分 介護分

改定後

図４　１人当たり後期高齢者支援金の推移

図５　１人当たり介護納付金の推移
科目

歳出 介護納付金

国保税(介護分)

国庫支出金

県支出金

法定繰入金

歳入合計

369,185,000

118,755,000

158,539,000

22,533,000

25,173,000

325,000,000

△44,185,000

32.2％

42.9％

6.1％

6.8％

88.0％

歳入

収支差

平成29年度当初予算

金額(円) 割合

科目

歳出 後期高齢者支援金

国保税(支援金分)

国庫支出金

県支出金

その他交付金

法定繰入金

歳入合計

787,739,000

283,005,000

321,273,000

54,927,000

15,439,000

68,687,000

743,331,000

△44,408,000

35.9％

40.8％

7.0％

2.0％

8.7％

94.4％

歳入

収支差

平成29年度当初予算

金額(円) 割合

科目

歳出 医療費

国保税(医療分)

国庫支出金

県支出金

その他交付金

法定繰入金

歳入合計

4,019,998,000

903,896,000

998,122,000

302,615,000

1,540,285,000

218,805,000

3,963,723,000

22.5％

24.8％

7.5％

38.3％

5.4％

98.6％

歳入

平成29年度当初予算

金額(円) 割合

表３　介護納付金とその財源

税率と税額
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お
よ
そ
４
０
０
年
前
に
真
田
昌
幸

に
よ
り
築
城
さ
れ
た
上
田
城
。
そ
の

壮
大
な
勇
姿
が
最
新
の
技
術
で
よ
み

が
え
り
ま
す
。
真
田
ゆ
か
り
の
品
々

も
多
数
展
示
さ
れ
た
上
田
の
特
別
企

画
展
に
、ぜ
ひ
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

開
催
期
間

11
月
30
日(
木)

ま
で

開
場
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

(

最
終
入
場
は
午
後
４
時
30
分)

休
館
日

８
月
24
日(

木)

、
31
日(

木)

、

９
月
７
日(

木)

、
14
日(

木)

、
21

日(

木)

、
28
日(

木)

、
11
月
９
日

(

木)

、
16
日(

木)

会
場

上
田
城
跡
公
園
内(

長
野
県

上
田
市
二
の
丸
１
―
２)

入
場
料

大
人
３
０
０
円
、
小
・
中

学
生
１
５
０
円
、
未
就
学
児
無
料

※
20
人
以
上
で
団
体
割
引
有
り

問
い
合
わ
せ

信
州
上
田
ま
つ
り
実

行
委
員
会
／
信
州
上
田
観
光
協
会

／
上
田
市
／
上
田
商
工
会
議
所
1

０
２
６
８(

７
１)

６
０
７
４
へ
　

公式サイト

http://www.ue
da-cb.gr.jp/k
ikakuten2017/

今年も｢山の日｣にちなんで、広く県民の皆さんが山や森に親しめ

るイベントを開催します。

とき ８月11日(金)午前10時～午後４時(小雨決行)

ところ 県立森林公園｢21世紀の森｣森の広場

内容

ステージイベント 須藤恵(午前10時10分～)、中村悦子(午前10時

25分～)、千華(午前10時45分～)、テリー斎藤withフレンズ渡辺か

おる(午後１時～)、かわば・春駒チェリーズ(午後１時45分～)、

庄野真代(午後２時40分～)

メインセレモニー ぐんま県境稜線トレイル(仮称)名称発表除幕式

(午前11時～)

山の日記念トーク ＦＭＯＺＥ本音でごめんなさい(午前11時45分

～)

その他のイベント 木工工作体験、木製品展示即売、地域物産販売、

飲食出店ブース(午前10時～)、林業機械実演(午後０時30分～)

※一部の体験は先着順となります

入場料 無料

21世紀の森まつり＆環境と森と木のまつり
問い合わせ　利根地方林業振興協会1○52２１２７

問い合わせ　利根沼田文化会館1○24２９３５、介護審査
事務所1○22６４１１、利根郡町村会1○22７９２２、利
根沼田広域市町村圏振興整備組合事務局1○22３６９１
利根沼田文化会館は、今年４月１日から耐震改修・大

規模改修工事を実施しています。工事に伴う騒音や振動、

駐車場不足などで、ご迷惑をお掛けする場合があります。

ご理解とご協力をお願いします。

利根沼田文化会館利用停止期間
大ホール 来年３月31日まで

小ホール・展示室・プラネタリウム・会議室など ９月

１日から来年３月31日まで

事務所移転のお知らせ
１階利根沼田文化会館、２階介護審査事務所 ９月１日

から利根沼田文化会館敷地内仮設事務所へ　

３階利根郡町村会、４階利根沼田広域市町村圏振興整備
組合事務局 ９月１日から沼田市白沢支所１階へ

ニュース
事務所一時移転の
お知らせ

問い合わせ　社会教育課社会教育係1内線３３３３

とき 来年１月７日(日)午後１時30分(受け付け開始午後

０時30分)

ところ ホテルベラヴィータ

対象者 平成９年４月２日から平成10年４月１日までに

生まれた人

申し込みが不要な人
○今年７月31日現在で、本市に住民登録がある人

申し込みが必要な人
○今年８月１日以降に本市に住民登録の届け出をした人

○本市出身で、本市に住民登録はないが、帰省して参加

を希望する人

申込期限 11月17日(金)

※案内状の発送や記念品などの準備のため、期日までに

お申し込みください。案内状は、12月ごろに郵送しま

す

イベント 成人式を開催します

問い合わせ　社会教育課社会教育係1内線３３３３

市民音楽祭の参加団体を募集します。この音楽祭は文

化祭の一環として、音楽を愛する人たちが集まり毎年行

っているものです。

日頃の練習の成果を発表しませんか。

とき 11月19日(日)午前９時30分開演(午前９時開場)

ところ 沼田市中央公民館４階ホール

参加団体 25団体(先着順)

申し込み 土・日曜日、祝日を除く、８月31日(木)まで

の午前８時30分から午後５時15分までに、社会教育課

に設置の申込書を提出してください

募集
第61回沼田市民音楽祭
参加団体の募集

問い合わせ　沼田木材組合1○24４８５５
沼田木材組合、利根沼田建築相互組合青年部では、夏

休みの工作をお手伝いします。親子で一緒に木のぬくも

りを感じながら、工作を楽しみませんか。

とき ８月19日(土)、20日(日)午前10時～午後４時(午前

９時30分受け付け開始)

※雨天決行

ところ 上之町天狗プラザ

費用 無料

申し込み 不要(当日自由参加)

その他 角材やくぎなど、材料は用意しますが、工作道

具は各自で持参してください。電動工具は使えません

イベント 親と子の木工広場
特
別
企
画
展
　
４
０
０
年
の
時
を
経
て
甦
る
上
田
城
の
ご
案
内
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※受講生は保険(64歳以下1,850円、65歳以上1,200円)に加入していただきます。また、教室で希望者が４人以上集まれば
短期スポーツ保険(800円)に加入できます

対象 市民

申し込み いずれの教室も受講料・保険料を添えて、土・日曜日、祝日を除く午

前８時30分から午後５時15分までに市民体育館、または白沢・利根公民館へ
問い合わせ ＮＰＯ法人沼田市体育協会(市民体育館内)1○24９４４４へ

体育協会委託スポーツ教室

※開始時間は午前10時からです(スローエアロビックを除く)

※開始時間は午後７時からです（お花と寄せ植えを除く）

対象 市内在住の人

受講料 無料

申し込み 土・日曜日を除く、８月21日(月)から９月１日(金)までの

午前９時から午後８時までに勤労青少年ホームへ

※火曜日の教室のみ、申し込み開始が８月22日(火)からとなります

※先着順、定員になり次第受け付け終了
問い合わせ 勤労青少年ホーム1○24０１３５へ

勤労青少年体育センタースポーツ教室

ところ 勤労青少年ホーム・勤労青少年体育センター(白岩町)

対象 市内に在住、または在勤の30歳未満の勤労青少年

※定員に満たない場合は30歳以上の人も対象とします

受講料 無料(教材費は受講者負担)

申し込み 土・日曜日、祝日を除く、８月１日(火)から28日(月)までの午前

９時から午後８時までに、教材費を添えて勤労青少年ホームへ

※先着順、定員となり次第受け付け終了
問い合わせ 勤労青少年ホーム1○24０１３５へ

市民体育大会が８月６日(日)に開催される水泳の部を
皮切りに、９月３日(日)までに16競技、19種目によって
開催されます。
この大会は、10月９日(月)に開催される市民大運動会
と合わせて、支部対抗で行われる総合体育大会です。皆
さんの参加と、熱い声援をよろしくお願いします。
■総合開会式
とき ９月３日(日)午前８時20分開会
ところ 沼田市民体育館
問い合わせ ＮＰＯ法人沼田市体育協会(市民体育館
内)1○24９４４４へ

第47回沼田市民体育大会

対
象

市
内
在
住
、
ま
た
は
在
勤
の

人
受
講
料

無
料(

教
材
費
は
実
費
負

担)

申
し
込
み

土
・
日
曜
日
を
除
く
、

８
月
14
日(

月)

か
ら
25
日(

金)

ま

で
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

５
時
15
分
ま
で
に
電
話
、
ま
た

は
直
接
中
央
公
民
館
へ

※
先
着
順
、
定
員
と
な
り
次
第
受
け

付
け
終
了

問
い
合
わ
せ

中
央
公
民
館
1
●
０

１
４
３
へ

中
央
公
民
館

９
・
10
月
か
ら
の
受
講
生
を
募
集

教
養
教
室

勤労青少年ホーム後期教養講座＆後期スポーツ教室

オープン競技

得点競技

各種スポーツ＆教養講座の参加者募集

教室名

茶道教室
９月７日から来年１月
25日までの木曜日(全
10回)午後７時～９時

茶道を通して、日本文化
を学びます 小林順子さん 10人 実費負担

4,300円15人藤井たみ江さん

ニワトリ(小物入れ)、花
びらのピンクッション、
ミニチューリップ(造花)
を作成します

10月４日から来年1月
24日までの水曜日(全
８回)午後１時30分～
３時30分

パッチワークキルト教室

とき 内容 講師講師 教材費定員
(先着順)

種目
水泳
剣道
バスケットボール
(一般男子)

野球

ソフトボール
(一般男子)
ソフトボール
(一般女子)

サッカー

ソフトテニス
ゲートボール
バレーボール(一般男子)
バレーボール(一般女子)
バレーボール(ミセス)
卓球
柔道
バドミントン
テニス
グラウンド･ゴルフ

８月６日(日)
８月27日(日)
８月27日(日)
９月３日(日)
８月27日(日)
９月３日(日)
８月27日(日)
９月３日(日)
８月27日(日)
９月３日(日)
８月27日(日)
９月３日(日)

９月３日(日)

9:30
9:00
9:30
9:00
13:00
9:00

9:00

9:00

9:30

9:00
9:30
9:00
9:00
9:00
9:30
9:30
9:00
9:00
9:30

市民プール
沼田武道場

沼田中学校体育館

運動公園野球場
運動公園野球場
運動公園野球場
運動公園サブグラウンド

運動公園サブグラウンド

運動公園陸上競技場

沼田中学校テニスコート
十王公園グラウンド
市民体育館
市民体育館
沼田北小学校体育館
薄根中学校体育館
沼小講堂記念体育館
沼田南中学校体育館
沼田公園テニスコート
三沢交流広場

とき 会場

種目
弓道
フェンシング

白沢弓道場
沼田東小学校体育館

9:30
10:00

９月３日(日)

とき 会場

曜日 教室 とき 回数 ところ 講師 定員 受講料 申込期限

火 卓球教室 ９月５日～10月31日
午前10時～11時30分 ８回 市民体育館 磯部正雄さん

新木一二さん 40人 800円 ９月１日(金)

９月４日(月)

９月５日(火)

1,000円

なし

40人

50人

木場義文さん
太田あや子さん
東宮邦夫さん
木場義文さん
千葉征明さん

市民体育館

沼田公園
テニスコート

10回

10回

９月６日～11月15日
午前10時～11時30分

９月７日～11月９日
午前10時～11時30分

テニス教室

屋外テニス教室

水

木

曜日

月

火

水

木

金

講座名 とき 回数 講師 教材費定員
(先着順)

お花と寄せ植え

毛糸でつくる動物ぽんぽん
パドルテニス
ビーズアクセサリー

バドミントン

英会話初級
ちくちく刺し子
フラダンス
ヨガ

テニス

書道

英会話中級

いきいきエアロビック

トランポビクス

シルバーアクセサリー

卓球

石山誠一さん

関谷隆子さん
大島一克さん
鈴木富子さん
沼田バドミントンクラブ
佐藤圭さん
ライアン・ブレイズさん
飯塚咲季さん
佐藤とし江さん
高澤妙子さん
沼田テニス協会
東宮邦夫さん

星野青龍さん

ジョセフ・ジョン・ミルキさん
うすねニュースポーツクラブ
須田浩子さん
うすねニュースポーツクラブ
小野里順子さん
橋本明彦さん
利根沼田卓球協会
風間忠さん

９月４日～12月４日
午後７時30分
11月20日～12月４日
９月11日～12月18日
９月５日～10月31日

９月19日～12月12日

９月20日～12月13日
11月１日～11月29日
９月６日～11月15日
９月13日～12月20日

９月20日～12月13日

９月21日～12月21日

９月28日～12月21日

９月７日～11月９日

11月16日～12月21日

９月22日～11月17日

９月15日～12月15日

４回

３回
13回
５回

13回

13回
３回
６回
８回

13回

13回

12回

10回

５回

８回

13回

10人

10人
20人
10人

20人

15人
10人
20人
20人

20人

15人

15人

30人

30人

６人

30人

6,000円

5,000円
300円(新規の人)
4,000円

500円(新規の人)

なし
3,000円
なし
1,080円(新規の人)

1,000円

1,000円(新規の人)
500円(継続の人)
なし

なし

なし

3,000円

500円

曜日

月

火

木

金

ダンベル体操とリズムダンス

ソフトエアロビック(ピッチアップ版)

スローエアロビック

卓球
テニス
中国式健康体操

９月25日～11月20日

９月26日～10月24日

９月26日～10月24日
午後１時30分
９月７日～10月26日
９月22日～11月17日
９月22日～11月17日

８回

５回

５回

８回
８回
８回

塩野明美さん
うすねニュースポーツクラブ
金子浩美さん
うすねニュースポーツクラブ
横坂留美さん
本多加代子さん
東宮邦夫さん
阿部昌一さん

70人
35人(原則
65歳以下)
25人(原則
60歳以上)
30人
20人
20人

講座名 開講日 回数 講師 定員
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広報ぬまた 平成29年８月１日

市役所 123－2111524－5179 白沢支所 153－2111553－2188 利根支所 156－2111556－367411

受給資格

特別障害者手当

在宅で著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳

以上の人

※社会福祉施設へ入所、または病院に３カ月以上入院している場合は除く

障害児福祉手当

在宅で日常生活に常時介護を必要とする20歳未満の人

※障害を支給事由とする年金の給付を受けている場合や、社会福祉施設へ入所している場合は除く

請求手続き 認定請求書に所定の診断書と関係書類を添えて社会福祉課障害福祉係に提出

支給額

特別障害者手当／月額26,810円、障害児福祉手当／月額14,580円

※２・５・８・11月に前月分までの手当が本人の金融機関口座に振り込まれます

支給の制限 本人、または扶養義務者の所得が一定額を超える場合には、手当の支給が停止されます

現況届と所得状況届 毎年８月12日から９月11日の間に、現況届と前年の所得状況届を提出する必要があります

特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内
問い合わせ　社会福祉課障害福祉係(東原庁舎内)1内線７７２５２、

白沢支所生活係1内線３１、利根支所生活係1内線２９
65歳以上の人(第１号被保険者)の介護保険料は、世帯や本人の所得、課税の状況により10段階に分けられ、それに

よって決まった保険料(年額)を年６回の納期に振り分けて納めます。

仮算定と本算定
各期の保険料は、前年分所得の確定前は前年

度保険料を基に仮算定し、所得の確定後は｢介

護保険料(年額)｣で本算定を行います(別表１)。

仮算定との過不足分は本算定で調整されます。

納付方法
介護保険料の納付方法は２通りあります。

①特別徴収(年金天引き)
日本年金機構などの指定により、年金から直接納

める方法(老齢基礎年金や退職年金、遺族年金、障害

年金などを年間18万円以上受給している人)。

②普通徴収(納付書納付、または口座振替)
市から送付する納付書により、金融機関などに直

接納める方法(特別徴収に該当しない人、年度途中に

65歳に到達した人、または転入した人など)。

※普通徴収の人は、口座振替が便利です。各金融機

関で手続きしてください

保険料を納めないでいると
介護保険は、介護が必要な人を社会全体で支え合

う制度です。特別な理由もなく保険料を納めないで

いると、介護サービスを利用したときにかかる費用

の全額負担や保険給付の支払い差し止めなどの制約

を受けることがあります。

また、保険料が時効(２年)となった場合、その期

間と金額に応じて保険給付額が減額されることがあ

り、サービスを利用するときの負担が大きくなりま

す。

納付を忘れている人は、早めに保険料を納めまし

ょう。

介護保険料が確定しました
問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３

児童扶養手当は、次の支給要件いずれかに該当する児童が18歳に達した後、最初の３月31日(障がいがある場合は20

歳未満)までの間、その児童を監護養育している父、母、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。

支給要件

①父母の離婚後、父または母と生計が別の児童／②父または母が死亡した児童／③父または母が重度障害の状態の

児童／④父または母の生死が不明な児童／⑤結婚しないで生まれた児童／⑥その他(父または母から１年以上遺棄され

ている、父または母が１年以上拘禁されている、父または母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた、父母ともに不明な

ど)

※父または母が、事実上の婚姻関係にあるときや公的年金を受けることができるとき、所得が一定額以上あるときな

どは手当が支給されないことがあります

支給額

全部支給／４万2,290円、一部支給／所得に応じて４万2,280円～9,980円

※児童が２人以上の場合、２人目は9,990円(一部支給は所得に応じて9,980円～5,000円)、３人目以降は１人につき

5,990円(一部支給は所得に応じて5,980円～3,000円)加算されます

児童扶養手当　～該当する人は申請を～
問い合わせ　子ども課子育て支援係(東原庁舎内)1内線７７２５７

手当を受給している人は、８月31日(木)までに現況届の手続きを。該当者には通知を送付します

児童扶養手当現況届受け付け日程表
受付期間

８月１日(火)～10日(木)
８月21日(月)～31日(木)
８月14日(月)～18日(金)
※土・日曜日、祝日を除く

白沢・利根町在住の人は次の期間、各支所でも手続きができます。

午前８時30分～午後５時15分

午前８時30分～午後７時

東原庁舎１階子ども課子育て支援係

東原庁舎２階会議室

受付時間 受付場所

受付期間
８月17日(木)、18日(金) 午前８時30分～午後５時15分 白沢・利根支所生活係窓口

受付時間 受付場所
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◆別表１

介護保険料一覧

特別徴収
年金から天引き

普通徴収
納付書納付
口座振替

徴収方法

納期
１期(４月)

仮算定

前年度の第６期(２月)と同額
※３期分は調整する場合があります

(確定した年額－仮算定額)を３で割
った金額

本算定

仮算定

前年度の年額を６で割
った金額

(確定した年額－仮算定額)を４で割った金額

本算定

２期(６月) ３期(８月) ４期(10月) ５期(12月) ６期(２月)

※４月１日現在で65歳以上の人は４月１日、年度途中で65歳に到達した人は65歳到達日
が賦課基準日です

※老齢福祉年金は、明治44年４月１日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や
他の年金を受給できない人に支給される年金です

所得段階

第１段階

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢
福祉年金受給者、世帯全員が市民税非課税かつ本
人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80
万円以下の人

基準額
×0.45 29,200円

45,500円

48,800円

58,500円

65,100円

78,100円

84,600円

97,600円

110,600円

123,600円

基準額
×0.70

基準額
×0.75

基準額
×0.90

基準額

基準額
×1.20

基準額
×1.30

基準額
×1.50

基準額
×1.70

基準額
×1.90

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入
額と合計所得金額の合算額が120万円以下の人

世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない人

本人が市民税非課税かつ同一世帯内に市民税課税
者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合算額が80万円以下の人

本人が市民税非課税で、同一世帯内に市民税課税
者がいる人

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未
満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以
上190万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以
上290万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が290万円以
上400万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以
上の人

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第10段階

該当要件 調整率 H27～H29
保険料
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額
決
定
通
知
書
を
８
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す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
被
保

険
者
が
等
し
く
負
担
す
る「
均
等
割

額
」と
、
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ

て
決
ま
る「
所
得
割
額
」の
合
計
と
な

り
、
個
人
単
位
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

本
年
度
の
均
等
割
額
は
４
万
３
６

０
０
円
、
所
得
割
率
は
８
・
６
％
で

１
人
当
た
り
の
上
限
額
は
57
万
円
で

す(

所
得
の
少
な
い
人
は
保
険
料
が

軽
減
さ
れ
ま
す)

。

決
定
し
た
保
険
料
か
ら
、
前
年
度

の
保
険
料
を
基
に
仮
徴
収
で
納
め
た

額
を
差
し
引
い
た
残
り
を
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。

※
徴
収
方
法
に
よ
り
本
徴
収
の
期
別

が
異
な
り
ま
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別
表
１)

■
軽
減
割
合
が
変
更
と
な
り
ま
し
た

基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
な
ど

が
58
万
円
以
下
の
人
の
所
得
割
額
は
、

特
例
的
に
５
割
軽
減
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
本
年
度
は
２
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扶
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９
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、
本
年
度
は

７
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

■
納
付
方
法
が
変
更
で
き
ま
す

現
在
、
特
別
徴
収(

年
金
天
引
き)

の
人
は
、
金
融
機
関
へ
の
口
座
振
替

申
請
と
、
市
へ
特
別
徴
収
の
中
止
申

請
を
す
る
こ
と
で
、
納
付
方
法
を
特

別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ
変
更
で
き

ま
す
。

ま
た
、
普
通
徴
収(

納
付
書
で
納

付
、
ま
た
は
口
座
振
替)

の
人(

特
別

徴
収
の
中
止
申
請
を
済
ま
せ
た
人
を

除
く)

も
、
次
の
①
か
ら
③
の
全
て

に
該
当
す
る
場
合
は
、
自
動
的
に
特

別
徴
収
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

▽
①
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
て
い
る
②
介
護
保
険
料
が

天
引
き
さ
れ
て
い
る
年
金
の
受
給

額
が
、
年
額
18
万
円
以
上
③
介
護

保
険
料
額
と
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
額
の
合
計
が
、
②
の
年
金
額

の
２
分
の
１
以
下

※
特
別
徴
収
を
希
望
し
な
い
人
は
、

口
座
振
替
申
請
と
特
別
徴
収
の
中

止
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い

申
請
に
必
要
な
も
の

◆
口
座
振
替
申
請

通
帳
、
通
帳
の

届
け
出
印

◆
特
別
徴
収
中
止
申
請

後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
、
印
鑑

※
口
座
振
替
に
変
更
の
場
合
、
社
会

保
険
料
控
除
は
口
座
振
替
に
よ
り

支
払
っ
た
人
に
適
用
さ
れ
ま
す

問
い
合
わ
せ

市
民
課
国
保
年
金
係

1
内
線
３
１
３
２
へ

12

広報ぬまた 平成29年８月１日

市役所 123－2111524－5179 白沢支所 153－2111553－2188 利根支所 156－2111556－367413

後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
お
知
ら
せ

誰もが、住み慣れたまちで、笑顔で安全に、安心

して暮らしたいと願っています。

そのためには、支え合い、助け合うことのできる

まちであることが必要です。

今日、少子高齢化や核家族化の進行、人間関係の

希薄化などによって、地域社会を取り巻く環境は変

化しています。また、地震や台風などの自然災害も

相次いでおり、日頃から住民同士が互いに支え合う

まちづくりが求められています。

そうした中、｢身近な相談相手｣｢見守り役｣｢専門

機関へのつなぎ役｣である民生委員・児童委員に大

きな期待が寄せられています。

市内には民生委員・児童委員の委嘱を受けている

人が116人、主任児童委員の委嘱を受けている人が

16人います。

民生委員・児童委員がその期待に応え、安全・安

心のまちづくりが進むよう、100周年を迎える民生

委員・児童委員にご支援・ご協力をお願いします。

問い合わせ 社会福祉課社会係(東原庁舎内)1内線

７７２４２へ

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

(

農
業
や
自
営
業
者
、
学
生
な
ど)

は
、

月
額
１
万
６
４
９
０
円
の
保
険
料
を

納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

未
納
で
い
る
と
老
齢
年
金
が
受
け

ら
れ
な
く
な
る
ほ
か
、
障
害
や
死
亡

と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る

と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年

金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
ら
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、

金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す(

一
部
の

コ
ン
ビ
ニ
を
除
く)

。
ま
た
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
を
利
用
し
て
の
納
付
、
便
利
で

お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

納
め
忘
れ
て
い
る
人
は
、
早
め
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

渋
川
年
金
事
務
所
国

民
年
金
課
1
０
２
７
９
●
１
６
０

７
へ

国
民
年
金
の
保
険
料
は
忘
れ
ず
に

納
め
ま
し
ょ
う

児童委員制度創設70周年

民生委員制度

創設100周年

期別

徴収方法

１期（４月）

２期（６月）

３期（８月）

４期（10月）

５期（12月）

６期（２月）

仮徴収
前年度の年額を６
で割った金額

(決定した年額－仮
徴収額)を４で割っ
た金額

本徴収

仮徴収 前年度の第６期(２
月)と同額

(決定した年額－仮
徴収額)を３で割っ
た金額

本徴収

普通徴収
（納付書納付または口座振替）

特別徴収
（年金からの天引き）

別表１　仮徴収と本徴収

第２次大戦後すぐに国際連合(国連)では「世界人権宣言」を採択し、全ての人間が人間として尊重され、自由であ

り、平等で差別されてはならないことを定めました。その50年の集大成として、1995年から2004までを「人権教育

のための国連10年」とし、さまざまな活動を行ってきました。その中で「平和のないところに人権は存在し得ない」

「人権のないところに平和は存在し得ない」という、人権の尊重が平和の基礎となる事を確認し21世紀を迎えました。

このような意味で、「21世紀は人権の世紀」と呼ばれています。

教育委員会では人権の世紀の精神をもとに、平成29年度沼田市人権教育推進方針を定め、人権尊重の精神に根ざ

した教育の充実や学校教育と社会教育、家庭教育が連携した啓発活動の充実に向けて取り組んでいきます。まず自

分の周りから人権について考えてみてください。

沼田めぐみこども園では、病気や怪我の回復期にある１歳から小学校３年生までの

子どもを一時的にお預かりする病後児保育室｢たんぽぽケアルーム｣を設置していま

す。｢もう少し安静にさせたいけれど、そんなに仕事が休めない｣そんなときには、ぜ

ひ、お問い合わせください。

ところ 沼田めぐみこども園(清水町４３３０)

対象 市内在住で、勤務などやむを得ない理由により家庭での保育が困難な人

保育時間 午前８時30分～午後５時30分

利用定員 １日３人まで(要予約)

利用料金 日額1,000円(沼田めぐみこども園在籍児でない場合は昼食・おやつ代とし

て別途300円、アレルギーがある場合はお弁当持参)

～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～～子育てコンシェルジュからのお知らせ～
問い合わせ　沼田めぐみこども園(たんぽぽケアルーム)1○24４１６３

～人権って何だろう～　みんなで築こう人権の世紀
21世紀は｢人権の世紀｣について考える

問い合わせ　社会教育課社会教育係1内線３３３３

高速バス｢アップル号｣を
利用しませんか

問い合わせ　関越交通(株)沼田営業所1○23１１１１

高速バス｢アップル号｣は、沼田駅と群大病院間を運行してお

り、沼田駅前と保健福祉センター前には、利用者専用の駐車場

(無料)も完備され、便利に利用できます。

自家用車の利用を控え、アップル号を利用することで、ＣＯ２

の削減にもなり、環境問題への取り組みにもなります。

市では、運行に関して支援していますが、利用者の減少によ

り負担額が多くなってきています。アップル号の運行維持のた

めにも、ぜひ、ご利用ください。

普通運賃 大人930円、小人470円

往復運賃 大人1,550円、小人780円

回数券(17枚つづり) １万300円

特別平日定期 １カ月２万4,480円、３カ月６万9,770円

その他 無料駐車場を利用する場合、関越交通(株)沼田営業

所までご連絡ください

沼田駅前
沼田市役所前
神明神社前
保健福祉センター前
沼田三軒屋
市営住宅入口
運転試験場前
ＮＨＫ東
群馬中央病院前
県庁前
グリーンドーム前橋
市役所・合庁前
千代田町三丁目
住吉町交番前
群大病院

7:05
8:45
10:30
12:15
14:50
16:20
17:50

8:45
11:20
15:00

8:30
10:00
12:30
15:10
16:10
17:40
19:10

10:00
13:25
16:10

沼田駅前発 群大病院発

停留所
沼田駅～群大病院間

◆運行のご案内

時刻表

平日

土・日曜日、祝日

沼
田
市
内

前
橋
市
内
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